
　第4号議案

　　　　　一般社団法人 茨城県情報サービス産業協会

　　　会費規程改定の承認を求める件

　【 会費規程改定の背景と新設枠導入の理由 】

　当協会では、会員企業の多様化と業界の変化を踏まえ、より多くの企業が参加しやす

い環境づくりを目的として、会費規程の見直しを行いました。

　特に、社員数の少ない企業やスタートアップ企業など、成長過程にある会員候補から

のご要望を受け「社員10名以下」の企業に対して年会費を4万円とする新たな枠を設け

ることといたしました。

　この変更により、以下の効果を期待しています。

・中小・ベンチャー企業の入会促進

　(2023年度現在、茨城県内情報サービス業に従事する企業は651社あり、その中で

　　社員10名未満の企業は414社あります)

・会員の多様化による協会活動の活性化

・地域の情報サービス業界全体の底上げとネットワーク拡大

　また、これまで役員会社の会費は一律18万円でしたが、正会員年会費にバラつきがあ

る中での一律設定は、規模の小さな企業にとって負担感が大きかった可能性があります。

今回の見直しでは「正会員年会費 ＋ 60,000円」とすることで、基本会費に応じた負担

となり、企業規模や状況に見合った公平な負担が実現できます。



　【 会費規程改定 (案) 】

　本規程は、一般社団法人茨城県情報サービス産業協会の会費について定款第７条の

規定に基づいて定めるものとする。

（年会費）

第１条　本会の年会費の額は、当年４月１日現在で次の区分によるものとする。

 （1）正会員は、

　　　 社員数　　　　　１０名以下の会員　　　　　　　　４０,０００円とする。

       　同　　　　　　１１名以上５０名以下の会員　　　８０,０００円とする。

       　同　　　　　　５１名以上１００名以下の会員　１００,０００円とする。

       　同　　　　　１０１名以上の会員　　　　　　　１２０,０００円とする。

　　　　※ただし本社で入会する場合は、全社員数とし、

　　　　　営業所で入会する場合は営業所の社員数とする。

 （2）賛助会員は、 　　　　　　　　　　　　　　　　　　８０,０００円とする。

 （3）役員会社（会員以外の員外監事を除く）は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正会員年会費 + ６０,０００円とする。

（納入時期及び方法）

第２条　本会の納入方法は、次のいずれかを選択して、協会からの請求により納入する

　　　ものとする。

 （1）年１回払い方法

　　　　年度当初（６月）に納入するものとする。

 （2）年２回払い方法

　　　　年度当初（６月）及び中間期（１０月）に納入するものとする。

（既納会費）

第３条　既に納入された会費は、退会又は役員退任時でも返還しないものとする。

（月割計算）

第４条　年度途中の入会者の会費は、入会した月より該当会計までの月数を１２で除し

　　　た額とするものとする。

　　　月割り計算での端数は、千円未満を切り捨てとする。

（臨時会費）

第５条　特別の費用を必要とするときは、総会の承認を得て臨時会費を徴収することが

　　　できる。

（その他）

第６条　この規程の改廃は理事会の決議によるものとする。

　　　　ただし年会費の改廃については理事会が発議し総会にて決定する。

付　則

1.　この規程は、この法人の設立許可があった日から施行する。

2.　平成１１年５月２８日改正

3.　平成１９年５月２２日改正

4.　平成２５年４月１日改正

5.　令和 ７年 ５月１９日改正（年会費見直し等）



　【 会費規程 新旧対照表】

現行 改定後（変更箇所・・・下線）

　本規程は、一般社団法人茨城県情報サービス産業協会の会費について 　本規程は、一般社団法人茨城県情報サービス産業協会の会費について

定款第７条の規定に基づいて定めるものとする。 定款第７条の規定に基づいて定めるものとする。

（年会費） （年会費）

第１条　本会の年会費の額は、当年４月１日現在で次の区分によるものとする。 第１条　本会の年会費の額は、当年４月１日現在で次の区分によるものとする。

 （1）正会員は、  （1）正会員は、

　　　 社員数　　　　　１０名以下の会員　　　　　　　　４０,０００円とする。

       社員数　　　　５０名以下の会員　　　　　　　　　８０,０００円とする。        　同　　　　　　１１名以上５０名以下の会員　　　８０,０００円とする。

       　同　　　　　　５１名以上１００名以下の会員　１００,０００円とする。        　同　　　　　　５１名以上１００名以下の会員　１００,０００円とする。

       　同　　　　　１０１名以上の会員　　　　　　 　　１２０,０００円とする。        　同　　　　　１０１名以上の会員　　　　　 　　　１２０,０００円とする。

　　　　※ただし本社で入会する場合は、全社員数とし、

　　　　　営業所で入会する場合は営業所の社員数とする。

 （2）賛助会員は、 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　８０,０００円とする。  （2）賛助会員は、 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８０,０００円とする。

 （3）役員会社（会員以外の員外監事を除く）は、　１８０,０００円とする。  （3）役員会社（会員以外の員外監事を除く）は、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正会員年会費 + ６０,０００円とする。

第2条～第5条　（略） 第2条～第5条　（現行と同じ）

（その他） （その他）

第６条　この規程の改廃は理事会の決議によるものとする。 第６条　この規程の改廃は理事会の決議によるものとする。

　　　　ただし年会費の改廃については理事会が発議し総会にて決定する。

付　則 付　則

1.　この規程は、この法人の設立許可があった日から施行する。 1.　この規程は、この法人の設立許可があった日から施行する。

2.　平成１１年５月２８日改正 2.　平成１１年５月２８日改正

3.　平成１９年５月２２日改正 3.　平成１９年５月２２日改正

4.　平成２５年４月１日改正 4.　平成２５年４月１日改正

5.　令和 ７年 ５月１９日改正（年会費見直し等）


